
令和７年度 第２回 足立区地域保健福祉推進協議会 資料

令和７年１２月２５日

＜審議事項・報告事項・情報連絡事項＞

件名 「アダチ若者会議」の実施結果について

所管部課 あだち未来創造室 子どもの貧困対策･若年者支援課

内容

若者から区の施策や要望について直接意見を聴き、区の若年者施策への

反映を目指す「アダチ若者会議」を実施したため、以下のとおり報告する。

１ アダチ若者会議「キミも。ミーティング～環境編～」

（１）実施概要

第四次足立区環境基本計画の策定に当たり、若者の意見を集約し

  反映するため、環境政策課と共同で実施。

項目 アウトリーチ版 公募版

開催日時
令和７年６月１１日（水）

午後３時～５時

令和７年７月１１日（金）

午後７時～９時

会場 足立高等学校 あやセンターぐるぐる

対象 足立高等学校の生徒

足立区在住・在学・在勤

・ゆかりのある

概ね１５歳から３０歳の若者

参加者数 １６名 １１名（応募２０名）

様子

（２）トークテーマと主な意見（詳細は、産業環境委員会の情報連絡を参照）

①最近、環境の情報

を見ましたか？

⚫ 海洋プラスチック問題を英語の教科書で知った

⚫ 足立区の生ゴミ処理機の補助金の情報

②プラスチック分別

を実施してもらう

には？

⚫ 若い単身者が分別しないと思うので，ＳＮＳで

発信するのが良い

⚫ 若者は家にいないので、大学や会社へのアプロ

ーチが効果的なのではないか

③やってみたい環境

活動は？

⚫ ショート動画を作れば、私たちが拡散すること

ができる

⚫ 皆が入れたくなるようなごみの分別ボックスを

作る

情報連絡１
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（３）今後の方針

ア 活発な意見交換やアイデア出しにとどまらず、参加者自身の「や

ってみよう」という気持ちにつながる会となった。

イ 今後も、他所管から募ったテーマによる「アダチ若者会議」を実

施し、若者の区政参画や行動変容につながる機会を創出していく。

２ アダチ若者会議「キミも。ミーティング～こども計画編～」

（１）実施概要

足立区こども計画の策定に当たり、計画に掲げるもっとも大切な

  考えである「基本理念（案）」について若者から意見をもらう。

項目 アウトリーチ版

開催日時 令和７年７月１５日（火）午後１時～午後３時

会場 青井高等学校

対象 青井高等学校の生徒

参加者数 １２名

様子

【基本理念（案）】

子ども・若者のウェルビーイングをともに考え、

生まれ育った環境に左右されない未来に向かって、

ともに進むアダチをつくっていく

（２）トークテーマと主な意見

  基本理念（案）に掲げる言葉のイメージについて意見を出しても

らった後、トークテーマ①、②の意見を聴いた。

①理念（案）

についてど

う思うか？

⚫ 足立区の理念が見えてくるので好きです

⚫ どんな計画なんだろう。何をしてくれるのかなと気に

なるような理念になっている 

⚫ 書いていることが多い。パッと見たときに理解できな

かった

⚫ ウェルビーイングの意味がわからないのではないか 

②こども計画

を若者に知

ってもらう

には？

⚫ コンビニで売っているお茶のラベルなどでＰＲ

⚫ ショート動画を作る

⚫ 分厚い計画の冊子だと手に取らないため、基本計画の

こども版のようなものをつくる

⚫ こどもが取り組む活動（俳句、交通安全ポスターコン

クールなどのような企画）に参加してもらいながら届

けていく
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（３）今後の方針

若者から出てきた意見を参考に、計画を策定していく。
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令和７年度 第２回 足立区地域保健福祉推進協議会 資料

令和７年１２月２５日

＜審議事項・報告事項・情報連絡事項＞

件名 足立区こども計画策定状況及び今後のスケジュールについて

所管部課 あだち未来創造室 子どもの貧困対策･若年者支援課

内容

足立区こども計画審議会から答申が提出された。ついては、内容等に

関して以下のとおり報告する。

１ 足立区こども計画審議会答申について

令和７年９月４日付、足立区こども計画審議会からこども計画に関

する答申を受領した。

（１）答申の内容

別添資料「足立区こども計画について（答申）」参照

（２）答申の主なポイント

ア 子どもの貧困対策に重点を置いた計画とすべき

イ 子ども・若者のウェルビーイング（※）を高めることが重要

ウ 子ども・若者の意見表明・参画機会を創出すること

※ 子どもや若者が心も体も健やかで、まわりの人とのつながりを感じながら、

自分らしく幸せに生きていける状態

（３）こども計画の方向性

ア 基本理念

「生まれ育った環境に左右されない未来に向かって、子ども・

若者のウェルビーイングをともに考え、ともに進むアダチをつく

っていく」

イ 計画の柱

【柱１】すべての子ども・若者の生き抜く力を育む

【柱２】安心して子どもを産み育てられる環境を充実させる

【柱３】地域全体で子どもの成長を支える

ウ こども計画において必要な視点

（ア）子ども・若者等の「意見表明と参画機会の創出」

（イ）必要な人に対する「伝わる情報発信」

（ウ）多様なニーズや課題に応じた「切れ目ない支援」

情報連絡２
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２ こども計画策定までのスケジュール（予定）

予定時期 内容

令和 8年 1月 こども計画（素案）のパブリックコメント実施につい

て子ども・子育て支援対策調査特別委員会に報告

令和 8年 1月下旬

～2月下旬

パブリックコメント実施

令和 8年 3月 パブリックコメントの結果を子ども・子育て支援対策

調査特別委員会に報告

令和 8年 4月 こども計画策定を子ども・子育て支援対策調査特別委

員会に報告

３ 今後の方針

足立区こども計画策定の進捗は、引き続き、子ども・子育て支援対

策調査特別委員会において報告を行っていく。
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令和７年度 第２回 足立区地域保健福祉推進協議会 資料

令和７年１２月２５日

＜審議事項・報告事項・情報連絡事項＞

件名
令和７年度夏休み期間中における体験講座等の無料化事業（あだちワ

ークわーくin Summer）の実施結果について

所管部課 あだち未来創造室 子どもの貧困対策･若年者支援課

内容

「こどもまんなか社会」の実現に向け、未来を担うすべての子どもた

ちが、経験・体験を通して夢や希望を持てる契機となるよう、夏休み期

間中において、一部の区有施設等の子どもの利用料等や体験講座等の無

料化を実施した。実施状況について、以下のとおり報告する。

１ 対象者

  １８歳までの子ども

２ 区有施設等の無料化及び体験講座等の無料化の実施結果

利用者 ７２，８１０人（昨年度６８，１００人）

３ 区有施設等の無料化

施設 利用者内訳 利用者合計
(令和 6年度実績値)

区立プール
高校生 705 人

中学生以下 24,027 人

24,732 人

(24,513 人)

総合スポーツセンター

大・小体育室、地域体育館

高校生 786 人

中学生以下 2,672 人

3,458 人

(3,432 人)

ギャラクシティ・

まるちたいけんドーム

高校生以下 9,277 人

(8,973 人)

生物園
高校生 546 人

小中学生 6,284 人

6,830 人

(6,999 人)

北鹿浜公園バッテリーカー 小学生 1,523 人

(1,643 人)〃  ミニ列車 小中高生

大谷田南公園ミニ列車
小中高生 410 人

(195 人)

区内銭湯（２３カ所）

中高生 14,486 人

小学生 7,327 人

未就学児 1,839 人

23,652 人

（20,485 人）

郷土博物館 新規（※） 高校生 35 人

合計 69,917 人

情報連絡３

62



※ 郷土博物館は令和７年度から無料化のため令和６年度の利用者数

は無し

４ 体験講座等の無料化

（１）対象講座

１０２講座（令和６年度：８１講座）

ア 将来の夢や仕事につながる講座

イ 夏休みの自由研究等に役立つ体験

※ 主に「夏休みものづくり体験」（産業振興課実施分）の２０講

座が増

（２）実施場所

生涯学習センター、地域学習センター、ギャラクシティ、生物園、

都市農業公園、花畑公園・桜花亭、愛恵まちづくり記念館、東京芸術

センター、鹿浜いきいき館、各事業者の工場 など

（３）利用者数

２，８９３人（令和６年度：１，８６０人）

５ 利用者の声（各事業のアンケート結果から）

（１）無料だからまた来たい。

（２）新しい友達ができて嬉しかった。

（３）虫が好きなので、生物園で働きたいと思った。

（４）コーヒーの作り方がよくわかり、家族に自慢したい。

（５）とても楽しかった。後ろの小さい女の子に教えてあげたのも楽しか

った。

（６）工場の方が見守ってくださり、自分のペースでやりきれたことが自

信になった。

６ 今後の方針

施設を管轄する担当課と事業実施における課題等を整理し、次年度以

降に向けて実施方法等を検討する。
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令和７年度 第２回 足立区地域保健福祉推進協議会 資料

令和７年１２月２５日

＜審議事項・報告事項・情報連絡事項＞

件名 「モギ社会人１年目」実施状況について

所管部課 あだち未来創造室 子どもの貧困対策･若年者支援課

内容

夢・やりたいこと発見プロジェクト「モギ社会人 1年目」の実施状況に

ついて、以下のとおり報告する。

１ 実施概要

  社会人になると経験する企画立案、事業運営、企業訪問などを先取り

体験できるプログラム。今回は、「若者の健康」をテーマに、(株)セブ

ン‐イレブン・ジャパン協力のもと、官民協働で実施。

（１）対象者

  区内在住、在学、ゆかりのある高校生、大学生等の若者

（２）参加者

   １０名（高校生５名、大学生５名）

２ 実施内容

日程 内容

７月２６日（土）

モギ入区式・ランチミーティングなど

架空部署「あだち未来創造課」への配属となる辞令交

付後、「若者の健康」をテーマに区長と意見交換を実施

情報連絡４
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３ 若者が事業提案した企画

（１）事業名

＃ワカモノ健康モチベ高め隊プロジェクト

（２）目的

健康への取り組みをしていない若者に対し、健康を意識する機会を

  提供し、行動変容のきっかけをつくる。

（３）提案内容（コンセプト）

   栄養の見える化と特典を通じて、「やってみたい」「行ってみたい」

「ゲットしたい」という若者の行動意欲を促し、健康意識を高めてい

く。

日程 内容

８月２日（土）

(株)セブン‐イレブン・ジャパンへ企業訪問

８月２３日（土）

９月 ６日（土）

９月２０日（土）

企画立案会議

１０月４日（土） 区長へ事業提案

やってみたい

コンビニ商品を使用して、若者が「やってみたい」

と思える健康レシピ（２商品の組合せ案など）を

考案

行ってみたい

考案レシピを見て、コンビニに「行って試してみ

たい」と思わせるＳＮＳ発信やまちなかイベント

の展開

ゲットしたい

考案レシピの人気投票を通じて、プレゼント商品

を「ゲットしたい」方（申込者）へのさらなる情

報発信とアンケートの実施

「学生と社会人の違いについて」のワークショップを通じ

て、「仕事のやりがいや働くとは？」を考えてもらうとと

もに職場見学も実施
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（４）実施時期（予定）

   令和８年１月

４ 今後の予定

  （架空部署）あだち未来創造課の若者および（株）セブン‐イレブン・

ジャパンと実現可能な企画を引き続き調整していく。

【詳細および最新の実施状況は、下記のサイトをご参照ください】

https://www.city.adachi.tokyo.jp/k-hinkon/mogishakaijinichine

nme.html
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令和７年度 第２回 足立区地域保健福祉推進協議会 資料

令和７年１２月２５日

＜審議事項・報告事項・情報連絡事項＞

件名 地域密着型サービス事業者等の新規指定及び廃止について

所管部課 福祉部 高齢者施策推進室 介護保険課

内容

地域密着型サ－ビス事業者等の新規指定及び廃止について、以下のと

おり報告する。

１ 新規指定   ５事業所

（１）新規事業所   地域密着型通所介護（南西地区）

事業所所在地  足立区西新井栄町二丁目２６番１０号

倉重ビル２階

運営法人    ９ペイフォワード株式会社

事業所名    ヒラックス西新井

指定年月日   令和７年６月１日

（２）新規事業所   介護予防支援（北西地区）

事業所所在地  足立区西新井二丁目１１番１４号

運営法人    株式会社ＴＫカンパニー

事業所名    西新井ケアセンター

指定年月日   令和７年７月１日

（３）新規事業所   認知症対応型共同生活介護（南東地区）

事業所所在地  足立区綾瀬七丁目３番２３号

運営法人    株式会社日本アメニティライフ協会

事業所名    花物語あだち東

指定年月日   令和７年７月１日

（前法人時の指定日：平成２３年１０月１日）

※ 【事業譲渡】社会福祉法人星風会（栃木市）より事業譲渡

（４）新規事業所   地域密着型通所介護（南西地区）

事業所所在地  足立区扇二丁目４０番６号

運営法人    ＦＩＮＥ―ＭＡＰ株式会社

事業所名    リハプライド扇

指定年月日   令和７年１０月１日

情報連絡５
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（５）新規事業所   地域密着型通所介護介護（北東地区）

事業所所在地  足立区大谷田一丁目４番７号

ロイヤルエクセレント小川１０２

運営法人    株式会社ハピネスケア

事業所名    Ｒｅ：Ｈａ＋綾瀬

指定年月日   令和７年１０月１日

２ 廃止事業所  ７事業所

（１）廃止事業所   【地域密着型通所介護】（北西地区）

事業所所在地  足立区伊興一丁目５番１６号

ネット第７７ビル１Ｆ

運営法人    有限会社いきいき生活

事業所名    デイサービスいこう茶房

利用定員    ７人

廃止年月日   令和７年５月２１日

（２）廃止事業所   【地域密着型通所介護】（北西地区）

事業所所在地  足立区入谷一丁目１３番１７号

運営法人    株式会社いなほ

事業所名    ケアサービスいなほ

利用定員    １０人

廃止年月日   令和７年５月３１日

（３）廃止事業所   【地域密着型通所介護】（北東地区）

事業所所在地  足立区花畑三丁目１２番４号

メゾンクレール１階

運営法人    株式会社ＮＥＸＴ Ｏｎe

事業所名    デイサービスセンター ｏｎｅＨｅａｒｔ

利用定員    １８人

廃止年月日   令和７年５月３１日

（４）廃止事業所   【認知症対応型共同生活介護】（南東地区）

事業所所在地  足立区綾瀬七丁目３番２３号

運営法人    社会福祉法人星風会

事業所名    グループホームこすもすあやせ

利用定員    １８人

廃止年月日   令和７年６月３０日 ※事業譲渡

（５）廃止事業所   【地域密着型通所介護】（南西地区）

事業所所在地  足立区関原三丁目４６番１０号

運営法人    有限会社さいとうケアセンター

事業所名    デイサービス さいとうケアセンター

利用定員    １０人

廃止年月日   令和７年６月３０日
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（６）廃止事業所   【小規模多機能型居宅介護】（南西地区）

事業所所在地  足立区椿一丁目１番８号

運営法人    株式会社大熊

事業所名    小規模多機能ホーム 桜空

利用定員    １８人

廃止年月日   令和７年８月３１日

（７）廃止事業所   【地域密着型通所介護】（南西地区）

事業所所在地  足立区西新井本町四丁目２９番７号

エステート西新井１０２

運営法人    株式会社やまと

事業所名    デイサービスわらら

利用定員    １０人

廃止年月日   令和７年９月３０日
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令和７年度 第２回 足立区地域保健福祉推進協議会 資料

令和７年１２月２５日

＜審議事項・報告事項・情報連絡事項＞

件名 令和７年度地域密着型サービスの整備・運営事業者の公募結果について

所管部課 福祉部 高齢者施策推進室 介護保険課

内容

国有地を活用した地域密着型サービスの整備・運営事業者の公募につ

いて、結果を報告する。

１ 公募概要

項目 内容

募集事業

以下の①②を併設

① 認知症対応型共同生活介護

② 小規模多機能型居宅介護

所在地

（面積）

足立区六町１－１３０５－７外

（１，２１２㎡）

貸付料
未定

（事業者決定後、国との見積合わせにより決定）

対象事業者 社会福祉法人（国が貸付相手を限定）

募集期間 ８月１４日（木）から８月２８日（木）まで

２ 結果

応募なしにより公募を終了した。

※ 「貸付料が未定」「貸付相手が社会福祉法人のみ」であることが応

募の弊害となっていたと意見があったため、国に確認したが、対象

事業者を広げる等の対応は認められなかった。

３ 今後の方針

第９期介護保険事業計画及び区内介護施設の需給状況を踏まえ、引き

続き、民有地に加え公有地も活用して整備していく。

情報連絡６
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令和７年度 第２回 足立区地域保健福祉推進協議会 資料

令和７年１２月２５日

＜審議事項・報告事項・情報連絡事項＞

件   名 令和７年度あだちの介護保険（令和６年度実績）について

所管部課名 福祉部 高齢者施策推進室 介護保険課

内   容

「令和７年度あだちの介護保険（令和６年度実績）」がまとまったので、別

添のとおり報告する。

 ※ 数値は令和７年３月３１日現在の実績値。（ ）内は前年同日の実績値。

１ ６５歳以上の被保険者（第一号被保険者）の状況

（１）６５歳以上の被保険者数は微減

※ ６５歳以上の被保険者数は、住所地特例制度（施設入所者が施設所在地
に住民登録を異動しても、異動前の区市町村が保険者となる制度）がある
ため、「６５歳以上人口」とは一致しない。

（２）介護保険料現年分収納率は前年度と同率

９９.１％（９９.１％）

※ 収納率はいずれもそれぞれの年度の出納閉鎖日（５月３１日）現在。

認定なし

77.3％

（77.6％）

要介護

17.0％ （16.8％）

※(  )内は令和５年度

要支援

5.7％（5.6％）

人数(人) 割合 人数(人) 割合 人数(人) 割合

第一号被保険者数 168,624 100.0% 168,022 100.0% ▲ 602 ▲0.36%

要支援1 4,582 2.7% 4,548 2.7% ▲ 34 ▲0.74%

要支援2 4,926 2.9% 5,094 3.0% 168 3.41%

要支援計 9,508 5.6% 9,642 5.7% 134 1.41%

要介護1 5,696 3.4% 5,728 3.4% 32 0.56%

要介護2 7,490 4.4% 7,791 4.6% 301 4.02%

要介護3 5,834 3.5% 5,936 3.5% 102 1.75%

要介護4 5,421 3.2% 5,492 3.3% 71 1.31%

要介護5 3,855 2.3% 3,740 2.2% ▲ 115 ▲2.98%

要介護計 28,296 16.8% 28,687 17.0% 391 1.38%

要支援・要介護計 37,804 22.4% 38,329 22.7% 525 1.39%

５年度末 ６年度末 増減

要介護 1

要支援 1

要支援 2

要介護 2

要介護 3

要介護 4

要介護 5

3.4%(3.4%) 

3.0%(2.9%) 

2.7%(2.7%) 

4.6%(4.4%) 

3.5%(3.5%) 

3.3%(3.2%) 

2.2%(2.3%) 
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２ 保険給付状況
（１）介護サービス受給者数

３２,６７３人（３２,１７６人）前年度比４９７人増、１.５％増

（２）保険給付費
６２,３２０,３８９千円（５９,８０１,１９５千円）
前年度比２,５１９,１９４千円増、約４.２％増
※ 主な増理由としては、特別養護老人ホームの利用額が伸びている。

≪参考≫【足立区の総人口、６５歳以上人口、高齢化率の推移】

（各年４月１日現在）

※ 足立区の高齢化率（２４.０３％）は２３区中で葛飾区と同率で一番高く、
次いで、北区（２３.６２％）、板橋区（２２.６３％）となっている。

３ 令和６年度の地域密着型サービスの指定及び廃止状況

サービス 指定 廃止

施設数

（令和７年３月

３１日現在）

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ０ ０ ５

夜間対応型訪問介護 ０ ０ １

地域密着型通所介護 ４ ７ ７８

認知症対応型通所介護 ０ ０ ２５

小規模多機能型居宅介護 ０ ０ １３

認知症対応型共同生活介護 ０ ０ ３６

地域密着型特定施設入居者生活介護 ０ ０ ０

地域密着型介護老人福祉施設入所者

生活介護
０ ０ ０

看護小規模多機能型居宅介護 ０ ０ ５

４ 今後の方針
  令和８年度に策定する足立区高齢者保健福祉計画・第１０期介護保険事業計
画の改定作業を円滑に進めるため、プロポーザルで事業者を決定した。今年度
は計画の基礎資料とするため、高齢者及び介護サービス事業者等を対象とした
「高齢者等実態調査」を実施した。
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令和７年度 第２回 足立区地域保健福祉推進協議会 資料

令和７年１２月２５日

＜審議事項・報告事項・情報連絡事項＞

件名 足立区潜在看護師人材確保支援事業の開始について

所管部課 衛生部 衛生管理課

内容

令和７年１０月３１日から申請受付を開始している「潜在看護師人材確

保支援事業」について、以下のように実施状況を報告する。

１ 事業周知の状況

（１）１０月２７日（月）に区内医療機関向けに説明会を実施した（参加

者：３０名弱）。

（２）申請受付を開始していることの通知とともに、YouTube にて（１）

の動画を区内全医療機関向けに限定公開していることを案内。

（３）リスティング広告（検察エンジンでユーザーが検索したキーワード

に連動して検索結果一覧の上部・下部に表示されるもの）を実施。

（４）チラシを作成し、区内施設や駅、区内医療機関等に配架。

（５）区ホームページ、あだち広報、サイネージ、ＳＮＳ等で発信。

参考

２ 事業目的

（１）潜在看護師再就職を支援し、区内病院で不足している看護師の確保

を図る。

（２）看護師を確保することで、医療機関の経営支援に寄与する。

（３）区内在住の人材を確保することで、医療機関への定着及び災害対

応力の充実を図る。

３ 申請の流れ

（１）区内医療機関が、区内在住の潜在看護師（以下「看護師」という。）

を採用する。

（２）採用した年度の２月末までに当該医療機関が区へ「医療機関に対す

る支援金」を申請する。

（３）申請承認後、区は当該医療機関へ同医療機関が指定する口座へ支援

金２０万円／人を支給する。

（４）区は、看護師が当該医療機関へ採用されて１年が経過する旨の通知

（事務連絡）を同医療機関へ送付する。

（５）看護師採用後、１年を経過した日の属する月からその翌月末まで

に、看護師本人は当該医療機関を通じて区へ「潜在看護師に対する

支援金」を申請する。

情報連絡８
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なお、申請方法は（４）の通知を参照とする。

（６）申請承認後、区は「潜在看護師に対する支援金」を支給する旨決定

した通知を当該医療機関へ送付するほか、看護師が指定する口座へ奨

励金１０万円を支給する。

４ 概要

  令和９年度までの３年間の時限で実施を予定し、申請状況等を見極め

て次の対応を検討する。

（１）対象

ア 医療機関（介護施設は対象外）

    区内の病院、医院、クリニック、診療所

  イ 看護師（以下の条件を全て満たす方）

  （ア）離職期間 離職１年以上経過

  （イ）採用基準 １週間の所定労働時間が２０時間以上

（ウ）区内に住所を有すること

（２）病床数ごとの助成上限人数

区分 病床数
区内

医療機関数

１施設あたり

上限人数

助成

最大人数

Ａ ２００以上 ８ ５人まで ４０人

Ｂ １００～１９９ ２２ ４人まで ８８人

Ｃ ５０～９９ ２４ ３人まで ７２人

Ｄ ２０～４９ ４ ２人まで ８人

Ｅ ０～１９ ４１７ １人まで ４１７人

合計 ６２５人

【助成イメージ図】 ※ 都の助成も合わせて助成可能とする。

看
護
師

医
療
機
関

区から

20 万円

都から

53 万円（上限）

（補助率１/2）

広告料 研修費等

就 職 6か月

区から

10 万円

1年 2年

都から

5万円

都から

15 万円

都の研

修受講

※ 都の看護師への補助について

は研修の受講が条件となる

が、区の助成に研修は条件と

しない。
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５ 今後の予定

本事業に関する医療機関や潜在看護師からの問い合わせに丁寧に対

応し、申請手続き等が迅速かつ適切に行われるよう努めていく。
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令和７年度 第２回 足立区地域保健福祉推進協議会 資料

令和７年１２月２５日

＜審議事項・報告事項・情報連絡事項＞

件名 アピアランスケア用品購入費用等助成事業の拡充について

所管部課 衛生部 データヘルス推進課

内容

令和７年１０月１日（改正要綱の施行年月日は令和７年４月１日）より、

「アピアランスケア用品購入費用等助成事業」の拡充を開始したので以下

のとおり報告する。

１ 拡充前との比較

拡充前 拡充後

（１）

対象者

がんの治療に伴う脱毛や乳

房の切除等により、アピアラ

ンスケア用品を必要とする

者

がん等の治療や外傷に伴う脱

毛や乳房の切除等により、アピ

アランスケア用品を必要とす

る者。

（２）

助成対象

経費

① ウィッグ

② 胸部補整具

① ウィッグ

② 胸部補整具

③ 胸部以外のエピテーゼ

（補整用人工物。義眼等）

（３）

助成回数

① 生涯 2回

② 「ウィッグ」「胸部補整

具」の区分制限あり

(区分ごとに１回限りの

申請)

① 生涯 2回（特例措置あり）

② 「ウィッグ」「胸部補整具」

の区分制限なし

（４）

助成金額

30,000 円を上限として

費用の 5割を助成

100,000 円を上限として

費用の 10 割を助成

（５）

必要書類

① 申請書

② 診療明細書の写し等、が

んの治療の受診を証明

する書類

③ 領収書等

① 申請書

② 診療明細書の写し等、がん

等の治療の受診を証明す

る書類（上記の証明書類が

ない場合は医師記載によ

る意見書）

③ 領収書等

現行、拡充案とも、購入・レンタル・リース費用が対象

情報連絡９
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２ 特例措置

すでに区助成を受けた方が不公平感を抱くことのないよう、以下の特

例を設ける。

状況 拡充後の対応

（１）

令和７年３月３１日ま

でに、助成金の申請歴が

２回に達している場合

追加で 1 回（助成対象経費の 10 割、上限

100,000 円）の申請を認める。

（２）

令和７年４月１日から

拡充制度への移行まで

の間に申請（当初申請）

を行い、助成を受けた場

合

ア 本来受け取れる額（助成対象経費の

10 割、上限 100,000 円）まで追加助成す

ることができる。

イ 当初申請時には含めていなかった経費

も追加助成の対象とすることができる。

※ いずれも、区への申出期限は令和８年

３月３１日までとする。

上記の該当者１５名

（令和７年７月時点）
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３ 特別区内のアピアランスケア用品購入費用助成事業実施状況

（令和７年１２月１日時点）

（１）対象者

① がん患者以外も含む

        ［８区］

足立、港、渋谷、大田、杉並、江戸川、

北、板橋（良性腫瘍のみ含む）

② がん患者のみ 上記以外の１５区

（２）助成上限金額および申請回数

          

10

割

助

成

① 100,000 円

×2回

新宿

② 100,000 円

×2回

足立、千代田、中央、港、文京、

台東、目黒、大田、世田谷、渋谷、

杉並、北、板橋、葛飾、江戸川

③ 100,000 円

（2回合計）

練馬

④ 70,000 円

（2回合計※）

豊島

（※ ｳｨｯｸﾞ 5 万円、胸部補整具 2万円）

⑤ 30,000 円

×2回

中野

⑥ 30,000 円

（2回合計）

荒川

⑦ 30,000 円

×1回

墨田、江東、品川

頭頸部のエピテーゼに限り、上限 200,000 円

（1点のみ、合算不可）
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令和７年度 第２回 足立区地域保健福祉推進協議会 資料 

令和７年１２月２５日 
 

＜審議事項・報告事項・情報連絡事項＞ 

件名 「子どもの健康を守る卒煙チャレンジ支援事業」の対象者拡大について 

所管部課 衛生部 こころとからだの健康づくり課 

内容 

区が禁煙治療費を助成（上限２万円 ※１人１回まで）する本事業につ

いて、禁煙治療用飲み薬が令和７年１０月３０日に販売再開されたため、

１２月１日付で対象者を拡大したことを報告する。 

 

１ 対象者拡大の目的・内容 

これまで以上に子どもの受動喫煙を防止するため、自ら卒煙を望む

人をより広く支援していく。 

改正前の条件 改正後 

妊婦もしくはそのパートナーまた

は１８歳未満の子どもと同居 

左記条件を外し、自ら卒煙を望む

人であれば誰でも対象に 

 ※ 「足立区に住民登録がある」「満２０歳以上である」「過去に本支援事業に

よる助成を受けたことがない」という条件は変更なし 

※ たばこ組合（新東京たばこ商業協同組合足立荒川支部）にはご説明し、ご

理解を得た 

 

２ 対象者拡大開始時期 

  令和７年１２月１日 

 

３ 治療の有効期間の設定（改正前なし→有効１年） 

  標準治療期間が３か月であることから、今回の対象者拡大にあわせ

て、有効期間を１年に設定することで、早期の受診を促し受診率向上

につなげる。 

 

４ 周知等 

（１）対象者への個別通知 

過去に本事業に登録し待機中だった方には、禁煙治療用飲み薬が販

売再開した旨を通知済み。 

（２）区民への周知 

区内禁煙治療医療機関をはじめ、区広報（令和８年１月１日号）、

ホームページ、チラシ（別紙参照）、ＳＮＳ等により周知。 
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を助成します

対象

助成額

Administrator
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別紙
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令和７年度 第２回 足立区地域保健福祉推進協議会 資料

令和７年１２月２５日

＜審議事項・報告事項・情報連絡事項＞

件名
区独自の補助による冬期の予防接種（新型コロナワクチン、インフルエ

ンザワクチン）及び５０歳以上を対象とした帯状疱疹ワクチンについて

所管部課 衛生部 保健予防課

内容

１ 新型コロナワクチン

（１）対象者

ア ６５歳以上の方

イ ６０歳以上６５歳未満の方で、心臓、腎臓、呼吸器の機能、又は

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障がいを有する方（身体障

害者手帳１級相当）

（２）実施期間

   令和７年１０月１日～令和８年３月３１日まで

（３）接種費用

無料（都と区で補助を実施）

（４）令和６年度の接種率

   ３８．５％（６６，７９０件）

２ インフルエンザワクチン

（１）高齢者向け

ア 対象者

（ア）６５歳以上の方

（イ）６０歳以上６５歳未満の方で、心臓、腎臓、呼吸器の機能、

又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障がいを有する方

（身体障害者手帳１級相当）

イ 実施期間

  令和７年１０月１日～令和８年１月３１日まで

ウ 接種費用

  無料（区独自で補助を実施）

エ 令和６年度の接種率

  ５８．６％（１０２，０３３件）

（２）小児向け（令和７年度から助成額等を拡充）

ア 対象者

生後６か月から高校３年生相当

イ 実施期間

令和７年１０月１日～令和８年１月３１日まで

情報連絡１１
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ウ 助成額（都と区で補助を実施）

（ア）皮下注射 ３，０００円／回（拡充：２千円→３千円に増額）

※ 生後６か月～１２歳は２回まで、１３歳以上は１回まで

（イ）経鼻弱毒生ワクチン ６，０００円／回 新規

※ ２歳から高校３年生相当が対象

エ 令和６年度の接種率

  ３４．７％（延べ５３，８２９件）

３ 帯状疱疹ワクチン

（１）定期接種（新規：令和７年度から実施）

ア 対象者

  （ア）６５歳の方

  （イ）６０歳以上６５歳未満の方で、ヒト免疫不全ウイルスによる

免疫の機能の障がいを有するとして厚生労働省で定める方

  （ウ）６５歳を超える方については、５年間の経過措置として、５

歳年齢ごと（７０、７５、８０、８５、９０、９５、１００歳）

を位置付ける。

  ※ １００歳以上の者については、令和７年度に限り全員を対象

とする。

イ 実施期間

令和７年４月１日～令和８年３月３１日まで

ウ 用いるワクチン

生ワクチン又は不活化ワクチンのいずれか一方を選択

エ 接種費用

    無料（区独自で補助を実施）

（２）任意接種（令和５年度から実施）

  ア 対象者

    ５０歳以上の方

  イ 実施期間

    令和７年４月１日～令和８年３月３１日まで

ウ 用いるワクチン

生ワクチン又は不活化ワクチンのいずれか一方を選択

  エ 助成額（都と区で補助を実施）

  （ア）生ワクチン    ５，０００円（１回まで）

  （イ）不活化ワクチン １０，０００円（２回まで）

オ 令和６年度の接種率

  １．２％（延べ８，２１５件）
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●対象者や接種場所など、詳細は配布済のお知らせや足立区ホームページをご確認ください

詳しくはコチラ

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン

無
料
で

接
種
可
能

足立区民
限定

約
１
万
６
千
円
相
当
が

令和8年３月末までに

◆

◆

心臓、腎臓呼吸器の機能、
又はヒト免疫不全ウイル
スによる免疫の機能に障
がいを有する方【身体障
害者手帳１級相当】

６０歳
以上になる方で

６５歳
以上になる方

10/1～翌年3/31

新型コロナによる入院を
約６０％予防

効果

対象

ご自身やご家族の重症化等を防ぐため、ワクチ
ン接種を検討ください。
ワクチンの主な副反応として、注射した部分の

痛み、疲労、頭痛、筋肉や関節の痛み等が報告さ
れています。また、重大な副反応として、ショッ
ク、アナフィラキシー、心筋炎、心膜炎が知られ
ています（心筋炎、心膜炎はmRNAワクチンのみ）。

出典：厚生労働省作成
「新型コロナワクチン定期接種のご案内（ポスター）」

お問い合わせコールあだち
☎０３－３８８０－００３９
8:00～20:00（1月1日～3日を除く）

Administrator
タイプライターテキスト
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令和７年度 第２回 足立区地域保健福祉推進協議会 資料

令和７年１２月２５日

＜審議事項・報告事項・情報連絡事項＞

件名
「パネル展（あだちで暮らす猫を知ろう）」及び「第８回あだち保護猫た

ちの譲渡会」の開催結果について

所管部課 衛生部 足立保健所 生活衛生課

内容

飼い主のいない猫を減らす活動（地域猫活動）などを紹介するパネル

展「あだちで暮らす猫を知ろう」を開催したので報告する。また、あわ

せて足立区内で保護された猫の譲渡会を NPO 法人３団体との共催で開催

し、NPO 活動の PR 等も実施した。

１ パネル展「あだちで暮らす猫を知ろう」

（１）日時

令和７年９月２０日（土）～９月３０日（火）

（２）会場

本庁舎１階アトリウム

（３）主催

足立区

２ 第８回あだち保護猫たちの譲渡会

（１）日時

令和７年９月２８日（日）正午～午後３時

（２）場所

本庁舎１階議会棟エントランスほか

（３）主催

足立区、NPO 法人３団体（あだち動物共生ネットワーク、けだ・

まも、Human Animal Pairs（ヒューマン アニマル ペアーズ））と

の共催。

（４）譲渡会の開催結果

  ア 入場者数  ２９２名

  イ 譲渡先内定 ３９匹中２７匹（６９．２％）

【参考】前回譲渡会（６月１日）の開催結果

  ア 入場者数  ３４２名

イ 譲渡先内定 ３９匹中２７匹（６９．２％）

（５）今後の予定

  ア 今年度譲渡会は今回含め３回（６月、９月、１月）実施予定。

  イ 第９回については地域猫活動の周知啓発等を行う地域猫イベン

トを同時開催予定。

情報連絡１２
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令和７年度 第２回 足立区地域保健福祉推進協議会 資料

令和７年１２月２５日

＜審議事項・報告事項・情報連絡事項＞

件名
「第３０回こころの健康フェスティバル（３０周年記念回）」の開催に

ついて

所管部課 衛生部 足立保健所 中央本町地域・保健総合支援課

内容

区民のこころの健康の保持増進と精神障がい者の社会参加の促進を図

るため、「こころの健康フェスティバル」を以下のとおり開催する。

１ 日時

令和８年３月７日（土）午前 10 時～午後３時

２ 場所

足立区役所１階（区民ロビー、正面広場）・２階（庁舎ホール）

中央本町一丁目 17 番１号 ※ 雨天決行

３ 主催

こころの健康フェスティバル実行委員会、足立区

４ 主な催物

（１）第十四中学校吹奏楽部演奏

（２）開会式

（３）感謝状贈呈式

（４）講演会

ア 講師

国際医療福祉大学 教授 上里 彰仁氏

イ テーマ

    多文化共生社会に生きる人々のこころ

（５）民生・児童委員によるバザー

（６）自主製品販売、活動紹介展示、家族会による相談、模擬店、ゲー

ム等

（７）都立足立高校ダンス部公演

（８）アルコールパッチテスト

５ 参加団体

家族会、就労移行支援事業所、就労継続支援事業所、グループホー

ム、医療機関、ボランティア団体等 約５０団体

情報連絡１３

89



６ 後援

足立区民生・児童委員協議会、足立区社会福祉協議会、足立区町会・

自治会連合会、東京法務局東京人権擁護委員協議会（足立地区人権擁護

委員会）、足立区医師会、東京都足立区歯科医師会、足立区学校歯科医

会、足立区立小学校 PTA 連合会、足立区立中学校 PTA 連合会、足立区立

小学校長会、足立区立中学校長会、東京都立精神保健福祉センター 

計１２団体

７ ＰＲの方法

（１）ポスター掲示

（２）チラシ配布（関係機関及び関係団体、区民事務所、地域学習セン

ター、駅等）

（３）区広報紙（２月 10 日号）

（４）ＳＮＳ

（５）庁舎前懸垂幕等
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令和７年度 第２回 足立区地域保健福祉推進協議会 資料

令和７年１２月２５日

＜審議事項・報告事項・情報連絡事項＞

件名 令和６年度あだちっ子歯科健診の実施結果について

所管部課
子ども家庭部 子ども政策課、保育・入園課、私立保育園課、

幼稚園・地域保育課

内容

「足立区糖尿病対策アクションプラン２－歯科口腔保健対策－」の一

環として、むし歯が増えやすい年少児(４歳)～年長児(６歳)全ての子ど

もを対象に「あだちっ子歯科健診」を実施し、むし歯予防及び早期の治

療に繋げる取組を進めている。

令和６年度の結果について報告する（詳細は別添資料「令和６年度 あ

だちっ子歯科健診 実施結果報告書」参照）。

１ 施設参加率と健診受診率（図１）

（１）参加率は８年連続１００％、受診率は微増

ア 全２１６施設実施、１３，２７５名受診

  イ 施設通園児の受診率 ９９.２％(前年比０.６ポイント増)

  ウ 未通園児等※の受診率 ３０.６％(前年比０.７ポイント増)

令和６年度は、新たに発達支援施設(１施設)に歯科医師が赴い

て歯科健診を実施した。

※ 家庭保育又は認可外保育施設(認証保育所を除く)、企業主導型保育施設、

児童発達支援センター等に通っている子どもを含む。区外通園児は除く。

  

  

２ 健診結果及び分析

（１）乳歯にむし歯がある子どもの割合

乳歯にむし歯がある子どもの割合は、４歳(年少児)を除き、前年

度より減少している（図２）。

(図１)施設参加率と健診受診率

93.6%
97.2%

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

施設参加率
100.0%98.8% 99.0%

99.1% 99.0% 99.4% 98.6% 98.7% 99.0% 98.6% 施設通園児受診率

99.2%

8.6% 9.4%
13.5% 13.0% 14.3%

17.3%
21.0%

30.6% 29.9% 30.6%

4.2% 5.1%
9.8% 9.2% 9.5% 9.1%

14.1%
8.9% 8.5% 10.6%

0%
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40%

60%

80%

100%

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

施設参加率と受診率（経年）

施設参加率

施設通園児

受診率

未通園児等

受診率

区外通園児

受診率

施設通園児
0.６ポイント増

未通園児等
0.7 ポイント増

区外通園児

2.1 ポイント増
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（図２） 乳歯にむし歯がある子どもの割合（処置歯も含む）

（２）１０年間の成果と課題

  平成２７年度～令和６年度の歯科健診結果の推移

ア 施設種別・むし歯がある６歳(年長児)の割合

全施設種別で「むし歯がある６歳(年長児)の割合」が減少したが、

令和６年度は、区立園・公設民営園のむし歯り患率が増加に転じて

いる。

（図３） 施設種別・むし歯がある６歳(年長児)の割合の推移

＜１０年間の成果＞
区立園   -20.0 ㌽    公設民営園 -10.5 ㌽
私立幼稚園 -18.7 ㌽   私立保育園 -18.1 ㌽

37.1%

18.4%

(-2.5㌽)

43.3%

23.3%

(+1.8㌽)

34.8%

24.3%

(+0.9㌽)

35.9%

17.8%

(-4.2㌽)

10%

30%

50%

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

６歳（年長児）

私立幼稚園 区立園

公設民営園 私立保育園

10年間を通じてみると、全施設種別でむし歯がある年長児
の割合は逓減傾向である。

R6 り患率

(前年比)
参考 全国 30.8%
(令和 4 年度歯科疾患実態調査)
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イ ４歳(年少児)から６歳(年長児)のむし歯増加率は、平成２７年度

より低下しているが、小学１年生で特別区平均には依然として届い

ていない。

ウ 未処置のむし歯をもつ６歳(年長児)の割合は半減、本数は約６

割減少している。

（図５） 未処置のむし歯をもつ６歳(年長児)の割合と本数

H30小 1 36.3％
★

R6 小 1 23.3％
★

◆18.1%

R6小１ 特別区(参考) 

(図４)
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【参考】

（表１）むし歯がある小学１年生の割合

Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

むし歯がある小学１年生の割合 33.1% 29.2% 27.6% 26.0% 23.3%

特別区順位 22 位 22位 23位
５年ぶり

22 位 ２１位

    ※ 特別区別のむし歯がある小学１年生の割合は別添資料●Ｐ７参照

（図６）令和６年度小学１年生の乳歯のむし歯本数と令和５年度あだちっ子

歯科健診受診状況

３ 今後の取組

課題 対策

（１）４歳（年少児）

から歯科口腔保

健対策の強化

【子ども家庭部】

ア 【新】「体験型リーフレット」による啓発

「歯みがき習慣はレジリエンスの向上にも

影響すること※1」「フッ化物配合歯みがき剤の

使用方法」等、最新情報を盛り込んだ体験型リ

ーフレットを作成・配付する。※1 第 2期第１

回 子どもの健康生活実態調査 報告書(概要版)

イ 【強化】教育・保育施設の取組を支援

「年少児から給食後の歯みがき実施」並び

に、歯によいおやつ・よく噛む習慣づくりに取

り組む教育・保育施設を増やす。

ウ 園歯科医モデル事業(区立保育園７園)の拡充

「あだちっ子・園歯科医モデル事業」の効果

的な実施および事業評価を行い、令和９年度ま

での全園展開に向けて歯科医師会と調整を進め

ていく。

5.5%
2.2%

14.6%

16.4%

15.6%

18.8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

あだちっ子歯科健診

(施設内4,135名)

あだちっ子歯科健診

(未通園児等45名)

未受診

（192名）

小１のむし歯本数とあだちっ子歯科健診受診状況

むし歯5本以上 むし歯1～4本

あだちっ子歯科健診

未受診者は、小１

で「むし歯がある割

合・５本以上もつ割

合」ともに多くなって

いる。
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（２）歯科健診結果

のお知らせ(全員

に配付)を見直す

【子ども家庭部】

【見直し】 予防<新たなむし歯をつくらない>と

治療<むし歯は治療する>の重要性が伝わる「結

果のお知らせ」に変更する。

合わせて、要治療児が提出する受診報告書に

「受診しない理由」を記載する欄を設ける等、治

療に繋がらない家庭への支援策を検討していく。

（３）未通園児等の

受診率向上を図

る

【子ども家庭部】

あだちっ子歯科健診参加２年目を迎える発

達支援施設を支援し、通園児の確実な受診に繋

げる。

【見直し】 受診率向上を目指し、未通園児に送

付する通知をよりわかりやすく変更する。

（４）最初に生える

永久歯の奥歯「６

歳臼歯」のむし歯

予防を強化

【衛生部】

ア 令和５年度に開始した「６歳児対象 フッ化

物塗布事業」の利用率向上に取り組み、健全な

６歳臼歯の育成並びに定期管理の推進を図る

（R6 9.9％→R7 目標 15％）。

イ 保健センター歯科衛生士による「６歳臼歯健

康教室」において、「奥歯みがきと歯によいお

やつ」をテーマに、歯みがき体験の実施並びに

「10 日間チャレンジカード」を活用した習慣

づくりに取り組む。

【参考】

定期的にフッ化物塗布を受けている年長児の割合 57.4％
（R6 年度 ６歳臼歯健康教室保護者アンケート結果）
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令和７年度 第２回 足立区地域保健福祉推進協議会 資料

令和７年１２月２５日

＜審議事項・報告事項・情報連絡事項＞

件名 乳幼児を対象にした夏の遊び場確保事業の実施結果について

所管部課 子ども家庭部 子ども政策課

内容

乳幼児を対象にした夏の室内遊び場の確保対策として、以下の事業を

試験的に実施したので報告する。

１ 事業名

  「夏の遊び場 in 足立区役所」

２ 目的

猛暑時にも安心して遊べる室内環境を提供し、親子の触れ合いや子

育て相談を通じて、子育ての不安解消を図る。

３ 日時

令和７年８月１６日（土）、１７日（日）午前１０時～午後３時

４ 会場

  庁舎ホール

５ 来場者数

２０５組５９１人

※ １６日９７組２７８人、１７日１０８組３１３人

（１）来場した子どもの年齢

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 ６歳 小学生

19 人 41 人 53 人 58 人 45 人 41 人 13 人 3 人

（２）来場が多かった居住エリア（町丁別）

中央本町 梅島 足立 梅田 関原 綾瀬 竹の塚

28 組 18 組 15 組 13 組 8 組 7 組 6 組

６ 実施結果（延べ人数）

コーナー名 １６日 １７日

1
ボールプール(３歳～就学前用)

※ ２～３歳用は未集計
170 人 174 人

2 体を使ってあそぼうコーナー 169 人 181 人

3 作ってあそぼうコーナー 188 人 200 人

4 テントでのおはなし会（各日４回開催） 79 人 90 人

5 保育コンシェルジュへの相談 9組 9組

  ※ ２～４は、保護者の人数を含む

情報連絡１５
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７ 経費

項目 金額（税込）

1 ボールプール設営・運営委託 988,900 円

2 各コーナー消耗品購入 136,323 円

3 ＰＲチラシ作成・印刷委託 114,400 円

4 絵本コーナーテント設営・運営委託 80,000 円

合計 1,319,623 円

８ 従事者数

日付 区職員 委託事業者 合計

１６日 37 人 6 人 43 人

１７日 38 人 6 人 44 人

75 人 12 人 87 人

９ 来場者アンケート

（１）回答数

   １７０件（１６日７９組、１７日９１組）

（２）次回設置して欲しいコーナー

コーナー名 件数

1 ボールプール 141 件

2 体を使ってあそぼうコーナー 111 件

3 絵本コーナー 108 件

4 作ってあそぼうコーナー 96 件

5 保育コンシェルジュ相談コーナー 25 件

（３）希望する開催時期

７月

上旬

７月

中旬

７月

下旬

８月

上旬

８月

中旬

８月

下旬

９月

上旬

９月

中旬

９月

下旬

12件 13件 21件 35件 85件 28件 20件 25件 23件

（４）開催日数

日数 人数

1 １～２日 92 件

2 ３～４日 45 件

3 ５～６日 16 件

4 それ以上 15 件

（５）希望する開催場所件

場所 人数

1 庁舎ホール 144 件

2 ギャラクシティ 63 件

3 地域学習センター 31 件

4 シアター１０１０ 28 件
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（６）自由記載欄

  ア 意見

    ① 子どもが楽しめた        １８件

    ② スタッフの対応が良かった    １０件

    ③ 外は暑くて遊べないので良かった  ５件

    ④ 混雑していなくて良かった     ３件

  イ 要望

    ① ０～１歳が遊べるエリアが欲しい  ４件

    ② 別の場所でも開催してほしい    ３件

    ③ イベントをもっと周知してほしい  ２件

10 主なＰＲ方法

（１）あだち広報７月２５日号、区ＨＰ、区公式ＳＮＳ、コドモン

（２）保育施設や保健センター、子育てサロンなどへのチラシ配布
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